
- 1 -

ガ
ス
用
品
の
技
術
上
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
新
旧
対
照
表

○
ガ
ス
用
品
の
技
術
上
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
六
年
通
商
産
業
省
令
第
二
十
七
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
表
示
）

（
表
示
）

第
二
十
条

法
第
三
十
九
条
の
十
二
の
規
定
に
よ
り
ガ
ス
用
品
に
表
示
を
付

第
二
十
条

法
第
三
十
九
条
の
十
二
の
規
定
に
よ
り
ガ
ス
用
品
に
表
示
を
付

す
る
場
合
は
、
ガ
ス
用
品
の
機
器
本
体
の
表
面
の
見
や
す
い
箇
所
に
容
易

す
る
場
合
は
、
ガ
ス
用
品
の
機
器
本
体
の
表
面
の
見
や
す
い
箇
所
に
容
易

に
消
え
な
い
方
法
に
よ
り
次
の
表
示
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
消
え
な
い
方
法
に
よ
り
次
の
表
示
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

別
表
第
一
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
ガ
ス
用
品
の
区
分
に
属
す
る

一

別
表
第
一
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
ガ
ス
用
品
の
区
分
に
属
す
る

ガ
ス
用
品
に
あ
つ
て
は
、
別
表
第
六
に
定
め
る
様
式
の
表
示

ガ
ス
用
品
に
あ
つ
て
は
、
別
表
第
六
に
定
め
る
様
式
の
表
示

二

別
表
第
一
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
ガ
ス
用
品
の
区
分
に
属
す
る

二

別
表
第
一
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
ガ
ス
用
品
の
区
分
に
属
す
る

ガ
ス
用
品
に
あ
つ
て
は
、
別
表
第
七
に
定
め
る
様
式
の
表
示
。
た
だ
し

ガ
ス
用
品
に
あ
つ
て
は
、
別
表
第
七
に
定
め
る
様
式
の
表
示

、
第
八
号
の
ガ
ス
用
品
の
区
分
に
属
す
る
ガ
ス
用
品
に
あ
つ
て
は
、
同

表
に
定
め
る
様
式
の
表
示
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
別
表
第
八
に
定
め
る

様
式
の
表
示
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
第
８
(
第
２
０
条
関
係
)

（備
考

）表
示
の
色
は

地
を
銀
色

文
字
等
を
オ
レ
ン
ジ
色
と
す
る

。

、
、


